
○能代市手数料条例（抜粋） 

平成１８年３月２１日 

条例第６２号 

（種類及び金額） 

第２条 手数料を徴収する事項及び金額は、別表のとおりとする。 

２ 同一の事項を２以上証明するときは、１通ごとに１件とする。 

 

別表（第２条関係） 

 

  手数料を徴収する事項 手数料の金額 

２０ 道路運送車両法第３４条第２項（同法第７３条第

２項において準用する場合を含む。）の規定に基づ

く自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 

１両につき ７５０円 

 




